
令和 4 年度 協働のまちづくり事業助成金 フロー図 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

※１ 交付決定後、以下の場合は変更申請を行うこと。 

    ①助成金の交付決定額の変更を伴う事業費の増減 

    ②事業の中止 

    ③事業内容の変更（対象事業費の２０％以内の変更は除く） 

    ④地域団体等の変更 

 

※２ 申請したすべての事業が完了した場合は、速やかに実績報告をすること。 

   ただし、３月２２日以降に事業が完了する市町村については、 

４月５日までに実績報告書を提出すること。 
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①（～７月 29 日） 

・｢助成金交付申請書｣ 

※事業着手前の日付で提出 
添付書類「事業実施計画書(様式第１号その２)」 

②（その都度） 

・｢交付決定通知｣ 

③（～３月２２日）※２ 

・｢実績報告書｣ 
添付書類「様式６号その２」 

④（～３月下旬） 

・｢確定通知｣ 

（その都度） 

・概算払交付 

（必要に応じ）※１ 

・｢変更交付申請書｣ 
添付書類「様式３号その２」 

（必要に応じ） 

・｢概算払交付請求書｣ 

（その都度） 

・「変更交付決定通知」 

⑤（～４月上旬） 

・「交付請求書」 

⑥（～４月下旬） 

・交付 


